
 ６ 

2009.9～2010.8 議員活動の報告 
 

柏崎市議会議員 池 田 千賀子 

はじめに 

 今年の夏は大変暑い夏でした。暑い７月の参議院議員選挙では、多くの皆さまに「選

挙区：こんどう正道」の支持を訴え、ご支持をいただきましたことを感謝申し上げま

す。前年夏に行われた総選挙は国民の強い期待を受けた民主党が圧勝し、歴史的な政

権交代が行われました。今夏の参院選は、政権を担ってから一年の民主党政権を国民

がどう評価するかが焦点でした。結果は民主党の惨敗。与党の議席は過半数を割り込

みました。 

 歴史的な政権交代のもとに誕生した政府与党は、外交を中心とする課題によって政

権運営に不安を抱えたままですが、厳しい国民の生活の改善のために、安定した政権

運営と効果的な政策を打ち出してほしいと切に望むところです。 

 

１ 議会改革の取組み  ～議員定数が決着～ 

■２０１０年６月定例議会において「定数 26 人」が可決 

 「議会改革」の中でも最も市民の皆さん

の関心が最も高い「議員定数問題」につい

て、６月定例議会に議案が提出され、「定

数２６人」が可決成立しました。来春の市

議会議員選挙から適用されます。 

 ６月定例議会には、現在の定数３０人に

対して「２４人に削減する」（原案）が提

出されていました。それに対して「２６人

に削減」という修正案が提出され、採決の

結果、賛成多数で「２６人」案が可決され

ました。そのため原案である「２４人」案

の採決は行われませんでした。 

 

■池田は「２４人」案の賛同議員に 

 多くの市民の皆さんから、「議員は定数をどうするのか」という声をお聞きしていま

した。市民グループから定数削減に関する請願が提出され、定数削減の議論を進める

ことが求められていました（表１）。私は議員定数に関しては「この定数で適当」とい

う具体的な数はないと考えています。しかし全国の自治体では、行革の一環として自

治体職員の定数を減らし、少なくなった職員で住民サービスを提供しています。それ

らの状況を十分に認識している筈の議員自身はどのように身を処すつもりなのか、と

いうことが問われているのだと思っていますし、全国の自治体議会でも、さかんに議

員定数の削減が実行されています。 

 しかし柏崎市議会においては、議員間で定数削減についてかなり考え方の開きがあ

りました。２月定例議会時には削減案をまとめる働きかけを行いましたが、議員発案

は実現しませんでした。６月定例議会に「定数を２４人とする」削減案の提出の動き

があり、この案に賛成することでしか定数削減は実現しないと考え、賛同議員として
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署名しました。しかしその後提出された「２６人」の修正案が賛成多数で可決するこ

ととなりました。 

表１            議員定数決定までの経過 
時 期 事  項 池田の考えと行動 結 果 

2008年９

月 

「整風会」を中心とした議

員が「定数を26人とする」

議員発案を提出 

議会運営委員会で全会派議員が参加

して議論の最中だ。まだ議案として賛

否を問う時期ではない 

継続審査となる 

2009年２

月 

「定数を複数削減し適正

な人数にすべき」という請

願が提出される 

〃 継続審査となる 

2009年９

月 

議会改革特別委員会設置

の議案が提出される 

設置賛成。この委員会で議員定数議論

を加速させるべきだ 
可決される 

2009年９

月 

2009年２月提出の請願に

対する採決 

賛成できない。全国で定数削減が実施

されていることを重視しながら、特別

委員会で翌年２月までに結論を出せ

るよう努力する 

否決される 

2010年２

月 

議会改革特別委員会で定

数問題の議論の終結と中

間報告の提出 

他の自治体議会の状況、市の財政状況

を考えれば「定数削減はやむなし」と

いう意見を表明 

削減賛成・反対の両

論併記の中間報告

が提出される 

2010年６

月 

「定数を２４人とする」案

と「２６人」の修正案の議

案が提出される 

「２４人」案に賛同議員として署名。

「２６人」案には賛成せず 
定数２６人決定 

 

２ 食育に関する取組み 

私の会派「みらい」では、「食育」を推進するために調査研究を行ってきました。 
○ 「食のまちづくり」条例を制定している福井県小浜市視察（2009．８月） 
○ 「食育の推進と農業の振興に関する条例」を制定し、完全米飯給食に取組んでいる

新潟県三条市視察（2009．10月） 
○ 「柏崎市食育・地産地消連絡協議会」の皆さんや市議会議員有志とともに、三条市

食育推進室の栄養士をお招きしての研修会の開催（2010．２月） 
 
（１）三条市「食育の推進と農業の振興に関する条例」 

三条市はいち早く学校給食に地元産コシヒカリを導入、原則米飯学校給食を実施し、

2005年には食育推進室を設置しました。そして国が各自治体に策定を求めた食育推進
計画は、求められる前に策定。①朝食習慣の定着、②米を主食の日本食の実践、③地

産地消の推進の三つを目標として掲げました。その後も 2007年「七分つき米」導入（全
量の約 2割）、2008年「例外のない完全米飯給食」を経て、2009年 3月に「三条市食
育の推進と農業の振興に関する条例」を制定しました。 
 三条市の食育は「米」にこだわったものですが、食が多様化し米以外の多くの食品

を主食として摂るようになっている市民に対して、このことを求めていくのは容易で

はありません。特に保護者だけでなく、学校教職員や現場の栄養士からも完全米飯給

食に対する反対の声が大きかったといいます。食育推進室の田村室長（栄養士）は、

米飯の意義を丁寧に説明するとともに、ごはんに合うおかずの工夫や、十分な給食時

間の確保、食器の改善、生産者交流会などを実施し、米飯を継続することが無理では
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ない、あるいは有意義だと感じられるような取り組みを行ってきました。その結果、

反対者の「給食残食量が増加する」という主張とはうらはらに、給食残食量の減少や、

肥満児童の減少、さらには朝食をとる児童の増加など様々な効果が現れています。 
 
（２）「柏崎市食育・地産地消連絡協議会」における研修会 

「地元産の野菜や魚をもっと市民の食卓や給

食に提供していく」ということを目的に「柏崎市

食育・地産地消連絡協議会」が発足しました（事

務局は青果市場・魚市場）。地産地消を進めるた

めには先進地の取組みを学ぶとともに最終的に

は条例を発案したいと考え、連絡協議会と市議会

議員有志は、柏崎市人事課の法務担当と、三条市

の田村食育推進室長（栄養士）をお招きし、研修

会を開催しました。 
三条市では、食育推進の条例を制定するという行政側の強いリーダーシップと、地元

生産者や事業者との連携によって米飯を中心とした食育が推進されていることを理解

する研修会となりました。 
 

（３）食育に関する一般質問 

 これらの活動を通して得られた知見をもとに、当市の食育の取組みについて二回の

一般質問を行いました。 

 各自治体における食育推進事業は、学校や保育園の給食に地場産野菜などの食材提

供拡大という切り口から取組みを広げている例が多くあります。完全米飯給食を実施

している三条市では、地産地消を積極的に取り組んでおり、米はもちろんのこと学校

給食に提供している地場産の食材は３１品目に上っています。地場産の食材を給食事

業で使うためには、食材の大きさなどの規格について生産者の理解を得るとともに、

給食を作る現場にも地産地消の重要性を共有していく必要があります。そのため、事

業を強く推進していくためには、行政の担当部署の強いリーダーシップが求められる

と考えられます。小浜市では食育政策専門員を配置、三条市では食育推進室という独

立した室の設置により政策を推進し実績をあげています。当市においても専門部署を

設置することについて、市長の見解を求めました。（2009年12月定例議会） 

 また学校給食の調理場の中で、直営の調理場では学校栄養職員と市の調理員との連

携により食に関する指導が実施されています。栄養の専門家である学校栄養職員（県

の栄養士）から、市の調理員の資質の高さを高く評価する声が聞かれます。市が調理

場の民営化を進めることにより、これらの総合的に高い質の学校給食事業が継続され

るのかについて教育長の見解を求めました。（2010年６月定例議会） 

 

３ 市所有の公共施設の維持管理に関する提言 ～ファシリティマネジメントと導入

について～ 

（１）「公共施設の運営や維持管理」に関する認識 

 今後の自治体の財政運営において、公共施設の運営や維持管理が大きな課題になっ

ていくという認識から、私が所属する建設企業常任委員会では具体的方策について学
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び提言していこうという取組みを行いました。２００９年１１月には委員会で、東京

都町田市の「アセットマネジメント」と千葉県佐倉市の「ファシリティマネジメント」

（ＦＭ）を視察しました。 

 ２０１０年３月には、柏崎市が第三次行革大綱に続く「行政改革推進計画」を発表。

この計画の中で、市が所有する「資産」について「資産・債務改革プラン」として考

え方と方向性を明らかにしました。そこでプラン推進の一助になればと、２０１０年

５月に佐倉市のＦＭ担当者をお招きし、講演会を開催しました。 

 

（２）先進自治体の取組みを学び提言 

 千葉県佐倉市では、「どの公共施設を残して、少子高齢社会にあった機能を持たせて

いくのか」という問題意識から、ＦＭの取組みを実施しています。私の所属する建設

企業常任委員会は、佐倉市を視察しこの取組みについて学びました。その結果、この

手法が当市においても十分に参考になると考え、２０１０年 5月に佐倉市から担当職

員をお招きし、建設企業常任委員会として「公共施設維持管理のこれからを考える」

講演会を開催しました。講演会には市職員を含む約８０名の参加を得ました。 

佐倉市でＦＭを導入したきっかけは、改正

耐震改修促進法が施行され改修計画を策

定したもののその内容が現実的な整備プ

ログラムになりえないと考えたことから

でした。また市が抱える施設には一元化さ

れたデータがない、各所管課に分散管理体

制である、更に財政難による維持管理の困

難さなどの課題があると認識していまし

た。そこで時代の変化に沿って、①現在・

将来余剰となる施設は減らす必要がある、

②新しいニーズに沿って作替えたり、用途の変更をする施設が存在する、③必要ある

施設は計画的保全によって長寿命化をはかる必要がある、などの基本的な考え方のも

とＦＭを導入したということです。 

柏崎市をはじめとする多くの自治体は、公共施設などの資産を「財産台帳」という

「紙」で管理しています。佐倉市など多くのＦＭ導入自治体が用いている管理システ

ム「ＢＩＭＭＳ」（「（財）建築保全センター」が開発）による管理は、データの一元化

の効果が期待できるものの、初期の入力の事務量が大きいことや、当面「ＢＩＭＭＳ」

と文書の両方による管理にならざるをえないという煩雑さがあることもわかりました。

しかし柏崎市は「資産・債務改革プラン」を策定したわけですから、「真に必要な施設

の見極め」や「建替えや大規模補修の優先順位の決定」などのためにデータの整理検

討がどうしても必要だと考えています。 

 

おわりに 

 高度経済成長期を経験した者にとっては、今日のような低成長時代が到来すること

は予想ができなったのではないでしょうか。働く人たちも、社会に羽ばたこうとする

若者にも、また高齢者にとっても、先行きが見えない不安な社会です。そんな中で来

春は、「定数２６人」での柏崎市議会議員選挙が予定されています。暮らしやすい地域

づくりのために、市民のみなさんと一緒に頑張らせていただきたいと考えています。 

 
「公共施設維持管理のこれからを考える講演会」

（2010.5.20） 

 


